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天井山風力発電事業（仮称）環境影響評価方法書についての意見の概要と事業者の見解 

正誤表 

 
ページ 
番号 

正 誤 

p.1 (2)公告の方法 
③インターネット 
2021 年 1 月 26 日(火)から以下のウ

ェブサイトに情報を掲載した（長門市
は 1 月 12 日（火）から掲載）。 

・山口県 （別紙 3-1 参照） 
・長門市 （別紙 3-2 参照） 
・美祢市 
・当社  （別紙 3-3 参照） 
 
④地元ケーブルテレビ 

 以下のとおり、ケーブルテレビによ
り周知した。 
・美祢市 ケーブルテレビ（2021 年
2 月 5 日（金）から） 

 
 
2021 年 1 月 26 日(火)から以下のウ

ェブサイトに情報を掲載した（長門市
は 1 月 12 日（火）から掲載）。 
・山口県 （別紙 3-1 参照） 
・長門市 （別紙 3-2 参照） 
・当社  （別紙 3-3 参照） 

p.3 (1)説明会についての公告の日及び公
告の方法（当初予定） 
 ③インターネット 
 2021 年 1 月 26 日(火)から以下のウ
ェブサイトに情報を掲載した（縦覧に
関する公告と同時、長門市は 1 月 12
日（火）から掲載）。 
・長門市 （別紙 3-2 参照） 
・美祢市 
・当社  （別紙 3-3 参照） 

 
 
 
 2021 年 1 月 26 日(火)から以下のウ
ェブサイトに情報を掲載した（縦覧に
関する公告と同時、長門市は 1 月 12
日（火）から掲載）。 
・長門市 （別紙 3-2 参照） 
・当社  （別紙 3-3 参照） 

p.5 (3)説明会中止の周知 
 ③インターネット 
 2021 年 2 月 5 日(金)から以下のウ
ェブサイトに情報を掲載した（長門市
は 2 月 4 日（木）から掲載）。 

・長門市 （別紙 3-4 参照） 
・美祢市 
・当社  （別紙 3-5 参照） 

 
 ④地元ケーブルテレビ、告知放送 
 以下のとおり、ケーブルテレビ及び
告知放送により周知した。 
・長門市 ケーブルテレビ（2021 年
2 月 4 日(木)から） 

・美祢市 ケーブルテレビ（2021 年
2 月 5 日(金)から）、告知放送
（2021 年 2 月 5 日(金)から） 

※美祢市の告知放送は秋芳地域の
み 

 
 
 2021 年 2 月 5 日(金)から以下のウ
ェブサイトに情報を掲載した（長門市
は 2 月 4 日（木）から掲載）。 
・長門市 （別紙 3-4 参照） 
・当社  （別紙 3-5 参照） 

 
 
④地元ケーブルテレビ、有線放送 
 以下のとおり、ケーブルテレビ及び
有線放送により周知した。 
・長門市 ケーブルテレビ（2021 年
2 月 4 日(木)から） 

・美祢市 ケーブルテレビ、有線放送
（2021 年 3 月 2 日(火)から） 

※美祢市の有線放送は秋芳地域のみ 

 
  



 
ページ 
番号 

正 誤 

p.6 (5)説明会開催の周知（日程変更後） 
③インターネット 

 2021 年 3 月 5 日(金)から以下のウ
ェブサイトに情報を掲載した（美祢市
は 3 月 2 日（火）から掲載）。 
・長門市 （別紙 3-6 参照） 
・美祢市 （別紙 3-8 参照） 
・当社  （別紙 3-7 参照） 
 

 ④地元ケーブルテレビ 
 以下のとおり、ケーブルテレビによ
り周知した。 
・長門市 ケーブルテレビ（2021 年
3 月 5 日(金)から） 

・美祢市 ケーブルテレビ（2021 年
3 月 2 日(火)から） 

 
 
 2021 年 3 月 5 日(金)から以下のウ
ェブサイトに情報を掲載した。 
・長門市 （別紙 3-6 参照） 
・当社  （別紙 3-7 参照） 
 
 
 
 

 以下のとおり、ケーブルテレビによ
り周知した。 
・長門市 ケーブルテレビ（2021 年
3 月 5 日(金)から） 

p.7  
（記載情報の追加による行のズレ） 
 

- 

p.8 3.環境影響評価方法書についての意
見の把握 

(1)意見書の提出期間 
 2021 年 1 月 26 日(火)から 4 月 8 日
(木)まで （郵送の場合は当日消印有
効） 

 
 
 
 2021年 1月 26日(火)から3月25日
(木)まで （郵送の場合は当日消印有
効） 

p.73  
（別紙 3-8 を追加） 
 

- 
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第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を求めるため、方法書を

作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1 か月間縦覧に供した。 

なお、縦覧期間については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 2 月に予定していた説明会

を中止したことによる代替措置として、1 か月延長し 2 か月とした。 

 

(1) 公告の日 

2021 年 1 月 26 日(火) 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞紙 

2021 年 1 月 26 日(火)付の以下の日刊紙に「お知らせ」を掲載した。 

・山口新聞 （別紙 1-1 参照） 

・朝日新聞 （別紙 1-1 参照） 

・毎日新聞 （別紙 1-2 参照） 

・読売新聞 （別紙 1-2 参照） 

 

② 関係自治体の広報誌 

以下の広報誌に情報を掲載した。 

・長門市広報知っちょこ 2021 年 1 月号 No.247 （別紙 2-1 参照） 

・げんきみね      2021 年 1 月号 No.202 （別紙 2-1 参照） 

 

③ インターネット 

2021年 1月 26日(火)から以下のウェブサイトに情報を掲載した（長門市は1月 12日（火）

から掲載）。 

・山口県 （別紙 3-1 参照） 

・長門市 （別紙 3-2 参照） 

・美祢市 

・当社  （別紙 3-3 参照） 

 

④ 地元ケーブルテレビ 

以下のとおり、ケーブルテレビにより周知した。 

・美祢市 ケーブルテレビ（2021 年 2 月 5 日（金）から） 

 

(3) 縦覧期間 

2021 年 1 月 26 日(火)から 3 月 25 日(木)まで （土・日・祝日を除く） 

※2 月に予定していた説明会を中止したため、2 月 25 日（火）までとしていた縦覧期間を 1

か月延長し、3 月 25 日（木）までとした。  
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

当初 2 月に開催を予定していた説明会の公告は、縦覧に関する公告と同時に行った。ただし、関

係自治体の広報誌においては、縦覧公告と同時に説明会の開催予定を告知のうえ、縦覧公告の次の

号で詳細について掲載した。 

しかし、令和 3 年 1 月の新型コロナウイルス感染症の全国的な急拡大、それに伴う当社所在地の

東京都を含む 11 都府県への緊急事態宣言の発出状況を鑑み、一旦中止とした。説明会の中止につ

いては、開催の公告を行った日刊紙 4 紙と、日刊紙 4 紙への折り込みチラシにより周知した。 

その後、新型コロナウイルス感染症の動向及び地元の要望等を勘案し、一旦中止した説明会につ

いて、日程を 3 月に変更して開催することとした。説明会の開催については、日刊紙 4 紙と、日刊

紙 4 紙への折り込みチラシにより周知した。なお、説明会の中止及び日程の変更については、説明

会会場への貼り紙による通知も行った。 

 

(1) 説明会についての公告の日及び公告方法（当初予定） 

① 日刊新聞紙 

2021 年 1 月 26 日(火)付の以下の日刊紙に「お知らせ」を掲載した（縦覧に関する公告と

同時）。 

・山口新聞 （別紙 1-1 参照） 

・朝日新聞 （別紙 1-1 参照） 

・毎日新聞 （別紙 1-2 参照） 

・読売新聞 （別紙 1-2 参照） 

 

② 関係自治体の広報誌 

以下の広報誌に情報を掲載した。 

・長門市広報知っちょこ 2021 年 1 月号 No.247 （別紙 2-1 参照） 

・長門市広報知っちょこ 2021 年 2 月号 No.248 （別紙 2-2 参照） 

・げんきみね      2021 年 1 月号 No.202 （別紙 2-1 参照） 

・げんきみね      2021 年 2 月号 No.203 （別紙 2-2 参照） 

 

③ インターネット 

2021 年 1 月 26 日(火)から以下のウェブサイトに情報を掲載した（縦覧に関する公告と同

時、長門市は 1 月 12 日（火）から掲載）。 

・長門市 （別紙 3-2 参照） 

・美祢市 

・当社  （別紙 3-3 参照） 
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(3) 説明会中止の周知 

① 日刊新聞紙 

2021 年 2 月 5 日(金)付の以下の日刊紙に「説明会中止のお知らせ」を掲載した。 

・山口新聞 （別紙 1-3 参照） 

・朝日新聞 （別紙 1-3 参照） 

・毎日新聞 （別紙 1-4 参照） 

・読売新聞 （別紙 1-4 参照） 

 

② 日刊紙４紙への折り込みチラシ 

2021 年 2 月 5 日(金)付の①の日刊紙に折り込みチラシを行った（別紙 4-1 参照）。 

 

③ インターネット 

2021 年 2 月 5 日(金)から以下のウェブサイトに情報を掲載した（長門市は 2 月 4 日（木）

から掲載）。 

・長門市 （別紙 3-4 参照） 

・美祢市 

・当社  （別紙 3-5 参照） 

 

④ 地元ケーブルテレビ、告知放送 

以下のとおり、ケーブルテレビ及び告知放送により周知した。 

・長門市 ケーブルテレビ（2021 年 2 月 4 日(木)から） 

・美祢市 ケーブルテレビ（2021 年 2 月 5 日(金)から）、告知放送（2021 年 2 月 5 日(金)

から） 

※美祢市の告知放送は秋芳地域のみ 

 

(4) 説明会中止に伴う代替措置 

説明会中止に伴う代替措置として、縦覧期間を 1 か月延長した。また、方法書縦覧場所（全

8 箇所）に「天井山風力発電事業（仮称）環境影響評価方法書-説明資料-」（A4 版全 49 ペー

ジ）を設置し、縦覧場所にて閲覧可能とした。 

 

(5) 説明会開催の周知（日程変更後） 

① 日刊新聞紙 

2021 年 3 月 8 日(月)付の以下の日刊紙に「説明会開催のお知らせ」を掲載した。 

・山口新聞 （別紙 1-5 参照） 

・朝日新聞 （別紙 1-5 参照） 

・毎日新聞 （別紙 1-6 参照） 

・読売新聞 （別紙 1-6 参照） 

 

② 日刊紙４紙への折り込みチラシ 

2021 年 3 月 8 日(月)付の①の日刊紙に折り込みチラシを行った（別紙 4-2 参照）。 
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③ インターネット 

2021 年 3 月 5 日(金)から以下のウェブサイトに情報を掲載した（美祢市は 3 月 2 日（火）

から掲載）。 

・長門市 （別紙 3-6 参照） 

・美祢市 （別紙 3-8 参照） 

・当社  （別紙 3-7 参照） 

 

④ 地元ケーブルテレビ 

以下のとおり、ケーブルテレビにより周知した。 

・長門市 ケーブルテレビ（2021 年 3 月 5 日(金)から） 

・美祢市 ケーブルテレビ（2021 年 3 月 2 日(火)から） 

 

(6) 開催日時、開催場所及び来場者数（日程変更後） 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は、以下のとおりである。合計で 113 名が来場し

た。 

 

① 長門市 

・開催日時：2021 年 3 月 17 日(水) 18：00～19：30 

・開催場所：ほたるの里（旧渋木児童館） 

・来場者数：11 名 

・開催日時：2021 年 3 月 20 日(土) 18：00～19：30 

・開催場所：長門市中央公民館 

・来場者数：6 名 

・開催日時：2021 年 3 月 21 日(日) 10：00～11：30 

・開催場所：三隅農業者トレーニングセンター（三隅公民館） 

・来場者数：19 名 

・開催日時：2021 年 3 月 21 日(日) 18：00～19：30 

・開催場所：宗頭文化センター 

・来場者数：15 名 

 

② 美祢市 

・開催日時：2021 年 3 月 18 日(木) 18：00～19：30 

・開催場所：美祢市民会館 

・来場者数：15 名 

・開催日時：2021 年 3 月 19 日(金) 18：30～20：00 

・開催場所：美祢市秋吉公民館 

・来場者数：10 名 
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・開催日時：2021 年 3 月 20 日(土) 10：00～11：30 

・開催場所：美祢市嘉万公民館 

・来場者数：8 名 

・開催日時：2021 年 3 月 20 日(土) 14：00～15：30 

・開催場所：美祢市別府公民館 

・来場者数：9 名 

・開催日時：2021 年 3 月 21 日(日) 14：00～15：30 

・開催場所：秋芳八代ぬくもりの里交流センター 

・来場者数：20 名  
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、一般からの意見の提出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

2021 年 1 月 26 日(火)から 4 月 8 日(木)まで （郵送の場合は当日消印有効） 

 

(2) 意見書の提出方法 

意見書の提出は、以下の方法により受け付けた。（別紙 5参照） 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・当社への郵送 

・説明会での提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出は 45 通（意見書箱への投函 34 通、郵送 6 通、説明会での提出 5 通）、意見総

数は 137 件であった。 
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  別紙 3-8 


